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 工業標準化法の一部改正に伴い、教育委員会規則で定める様式の用紙

規格に関する規則について、所要の改正を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



教育委員会規則で定める様式の用紙規格に関する規則の一部改正について 

令和元(2019)年６月４日 教育委員会事務局総務課 

 

１ 改正の趣旨 

    工業標準化法の一部改正に伴い、教育委員会規則で定める様式の用紙規格

に関する規則について、所要の改正を行うものである。 

 

２ 改正の内容 

工業標準化法の一部改正により、日本の工業製品に関する規格等について

定めた国家規格（JIS）の名称が「日本工業規格」から「日本産業規格」に改

められることに伴い、教育委員会規則で定める様式の用紙規格について、現

在の日本工業規格Ａ４から日本産業規格Ａ４に名称を改正するものである。 

 

３ 施行期日 

  令和元(2019)年７月１日 
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（
総
務
課
）   

     

１ 

教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
様
式
の
用
紙
規
格
は
、
日 

本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
育
委
員
会
、
教 

育
長
並
び
に
教
育
委
員
会
事
務
局
の
職
員
及
び
教
育
委
員 

会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職
員 

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
教
育
委
員
会
等
」
と
い 

う
。
）
以
外
の
も
の
が
作
成
す
べ
き
帳
簿
、
台
帳
等
の
書 

類
（
教
育
委
員
会
等
に
提
出
す
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
の 

様
式
の
用
紙
規
格
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 
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正 
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教
育
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４
と
す
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た
だ
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教
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委
員
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育
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並
び
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教
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委
員
会
事
務
局
の
職
員
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教
育
委
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会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職
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（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
教
育
委
員
会
等
」
と
い 

う
。
）
以
外
の
も
の
が
作
成
す
べ
き
帳
簿
、
台
帳
等
の
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類
（
教
育
委
員
会
等
に
提
出
す
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
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様
式
の
用
紙
規
格
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
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